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(57)【要約】
　検者が所望する特定の組織の視認性を高めた3次元断
層画像を生成するために、本発明の超音波診断装置100
は、超音波探触子2と、超音波探触子で計測された被検
体の複数断層面の反射エコー信号に基づいて3次元断層
像ボリュームデータを生成する断層像ボリュームデータ
生成部14と、3次元断層像ボリュームデータに基づいて3
次元断層画像を生成する断層像ボリュームレンダリング
部18と、3次元断層画像を表示する表示部24とを備えて
構成され、特に、3次元断層像ボリュームデータの各ボ
クセルの輝度値に応じてこの各ボクセルの輝度値を増減
するオフセット演算部16を備え、オフセット演算部の各
ボクセルの輝度値の増減量はコントロールパネル26を介
して調整可能であり、断層像ボリュームレンダリング部
は、オフセット演算部により輝度値がオフセットされた
3次元断層像ボリュームデータに基づいて3次元断層画像
を生成する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体との間で超音波を送受信する超音波探触子と、該超音波探触子で計測された前記
被検体の複数断層面の反射エコー信号に基づいて3次元断層像ボリュームデータを生成す
る断層像ボリュームデータ生成部と、前記3次元断層像ボリュームデータに基づいて2次元
投影面に少なくとも一の視線方向から見た3次元断層画像を生成する断層像ボリュームレ
ンダリング部と、前記3次元断層画像を表示する表示部とを備えてなる超音波診断装置で
あって、
　前記3次元断層像ボリュームデータの各ボクセルの輝度値に応じて該各ボクセルの輝度
値を増減するオフセット演算部を備え、
　前記オフセット演算部の前記各ボクセルの輝度値の増減量は入力インターフェースを介
して調整可能であり、
　前記断層像ボリュームレンダリング部は、前記オフセット演算部により輝度値がオフセ
ットされた3次元断層像ボリュームデータに基づいて前記3次元断層画像を生成する超音波
診断装置。
【請求項２】
　請求項1の超音波診断装置において、
　前記被検体の複数断層面の反射エコー信号に基づいて3次元弾性像ボリュームデータを
生成する弾性像ボリュームデータ生成部を備え、
　前記オフセット演算部は、前記3次元弾性像ボリュームデータの各ボクセルの弾性値に
応じて、前記3次元断層像ボリュームデータの対応する各ボクセルの輝度値を増減する超
音波診断装置。
【請求項３】
　請求項1又は2の超音波診断装置において、
　前記オフセット演算部は、前記3次元断層像ボリュームデータの各ボクセルが取り得る
輝度値の範囲又は前記3次元弾性像ボリュームデータの各ボクセルが取り得る弾性値の範
囲を複数の領域に区分する境界値と、区分された複数の領域ごとの輝度値の増減量が設定
された複数のオフセットテーブルを備え、
　前記複数のオフセットテーブルから前記入力インターフェースを介して選択されたオフ
セットテーブルに基づいて前記3次元断層像ボリュームデータの各ボクセルの輝度値を増
減する超音波診断装置。
【請求項４】
　請求項3の超音波診断装置において、
　前記入力インターフェースを介して前記オフセットテーブルの前記境界値と前記増減量
を調整可能である超音波診断装置。
【請求項５】
　請求項1の超音波診断装置において、
　前記断層像ボリュームレンダリング部は、前記3次元断層像ボリュームデータの各ボク
セルの輝度値に応じて透明度/不透明度が設定されたオパシティーテーブルを有し、前記3
次元断層像ボリュームデータの前記少なくとも一の視線方向の視線上の各ボクセルの輝度
値及び前記オパシティーテーブルに基づく透明度/不透明度に基づいて前記3次元断層画像
を生成する超音波診断装置。
【請求項６】
　請求項1の超音波診断装置において、
　前記断層像ボリュームレンダリング部は、前記3次元断層像ボリュームデータの各ボク
セルの輝度値に応じて透明度/不透明度及びカラーコードが設定された輝度－不透明度マ
ップを有し、該輝度－不透明度マップに基づいて前記輝度値がオフセットされた3次元断
層像ボリュームデータの少なくとも一の断面の断層像データの各ボクセルの色を変換して
2次元断層画像を生成する手段を備え、
　前記表示部は、前記3次元断層画像と前記2次元断層画像と前記輝度－不透明度マップを
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表示する超音波診断装置。
【請求項７】
　請求項2の超音波診断装置において、
　前記オフセット演算部は、前記3次元断層像ボリュームデータの各ボクセルの輝度値に
応じて該各ボクセルの輝度値を増減し、
　前記断層像ボリュームレンダリング部は、前記3次元弾性像ボリュームデータの各ボク
セルの弾性値に応じて該各ボクセルの透明/不透明度を増減し、前記3次元断層像ボリュー
ムデータの各ボクセルの増減された輝度値及び増減された透明/不透明度に基づいて前記3
次元断層画像を生成する超音波診断装置。
【請求項８】
　請求項2の超音波診断装置において、
　前記3次元弾性像ボリュームデータに基づいて2次元投影面に少なくとも一の視線方向か
ら見た3次元弾性画像を生成する弾性像ボリュームレンダリング部と、前記断層像ボリュ
ームレンダリング部により生成された3次元断層画像と前記弾性像ボリュームレンダリン
グ部により生成された3次元弾性画像とを重畳して3次元断層弾性画像を生成する画像合成
部を有し、
　前記表示部は、前記3次元断層弾性画像を表示する超音波診断装置。
【請求項９】
　超音波探触子で計測された被検体の複数断層面の反射エコー信号に基づいて生成された
3次元断層像ボリュームデータが格納されるメモリと、該メモリに格納された3次元断層像
ボリュームデータに基づいて2次元投影面に少なくとも一の視線方向から見た3次元断層画
像を生成する断層像ボリュームレンダリング部と、前記3次元断層画像を表示する表示部
とを備えてなる超音波画像処理装置であって、
　前記3次元断層像ボリュームデータの各ボクセルの輝度値に応じて該各ボクセルの輝度
値を増減するオフセット演算部を備え、
　前記オフセット演算部の前記各ボクセルの輝度値の増減量は入力インターフェースを介
して調整可能であり、
　前記断層像ボリュームレンダリング部は、前記オフセット演算部により輝度値がオフセ
ットされた3次元断層像ボリュームデータに基づいて前記3次元断層画像を生成する超音波
画像処理装置。
【請求項１０】
　請求項9の超音波画像処理装置において、
　前記メモリは、前記被検体の複数断層面の反射エコー信号に基づいて生成された3次元
弾性像ボリュームデータが格納され、
　前記オフセット演算部は、前記3次元弾性像ボリュームデータの各ボクセルの弾性値に
応じて、前記3次元断層像ボリュームデータの対応する各ボクセルの輝度値を増減する超
音波画像処理装置。
【請求項１１】
　超音波探触子で計測された被検体の複数断層面の反射エコー信号に基づいて生成された
3次元断層像ボリュームデータに基づいて2次元投影面に少なくとも一の視線方向から見た
3次元断層画像を生成するステップと、
　前記3次元断層画像を表示するステップとを備えてなる超音波画像処理プログラムであ
って、
　前記3次元断層像ボリュームデータの各ボクセルの輝度値に応じて該各ボクセルの輝度
値を増減するステップを備え、
　前記各ボクセルの輝度値を増減するステップにおける前記各ボクセルの輝度値の増減量
は入力インターフェースを介して調整可能であり、
　前記3次元断層画像を生成するステップは、前記輝度値がオフセットされた3次元断層像
ボリュームデータに基づいて前記3次元断層画像を生成する超音波画像処理プログラム。
【請求項１２】
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　請求項11の超音波画像処理プログラムにおいて、
　前記被検体の複数断層面の反射エコー信号に基づいて3次元弾性像ボリュームデータを
生成するステップを備え、
　前記各ボクセルの輝度値を増減するステップは、前記3次元弾性像ボリュームデータの
各ボクセルの弾性値に応じて、前記3次元断層像ボリュームデータの対応する各ボクセル
の輝度値を増減する超音波画像処理プログラム。
【請求項１３】
　超音波探触子で計測された被検体の複数断層面の反射エコー信号に基づいて生成された
3次元断層像ボリュームデータに基づいて2次元投影面に少なくとも一の視線方向から見た
3次元断層画像を生成するステップと、
　前記3次元断層画像を表示するステップとを備えてなる超音波画像生成方法であって、
　前記3次元断層像ボリュームデータの各ボクセルの輝度値に応じて該各ボクセルの輝度
値を増減するステップを備え、
　前記各ボクセルの輝度値を増減するステップにおける前記各ボクセルの輝度値の増減量
は入力インターフェースを介して調整可能であり、
　前記3次元断層画像を生成するステップは、前記輝度値がオフセットされた3次元断層ボ
リュームデータに基づいて前記3次元断層画像を生成する超音波画像生成方法。
【請求項１４】
　請求項13の超音波画像生成方法において、
　前記被検体の複数断層面の反射エコー信号に基づいて3次元弾性像ボリュームデータを
生成するステップを備え、
　前記各ボクセルの輝度値を増減するステップは、前記3次元弾性像ボリュームデータの
各ボクセルの弾性値に応じて、前記3次元断層像ボリュームデータの対応する各ボクセル
の輝度値を増減する超音波画像生成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断装置、超音波画像処理装置、超音波画像処理プログラム、及び超
音波画像生成方法に係り、特に、被検体の複数断層面の反射エコー信号から得られた3次
元断層像ボリュームデータに基づいて2次元投影画像(3次元断層画像)を生成する技術に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、複数の超音波振動子を備えた超音波探触子により被検体内部に超音
波を送信し、被検体内部から生体組織の構造に応じた超音波の反射エコー信号を受信し、
反射エコー信号に基づいて例えばBモード画像等の断層画像を生成して診断用に表示する
。
【０００３】
　このような超音波診断装置において、超音波探触子の短軸方向に超音波を走査して計測
された被検体の複数断層面の反射エコー信号から3次元断層像ボリュームデータを生成し
、ボリュームレンダリング技術を用いて3次元断層像ボリュームデータを2次元投影面に投
影した画像(3次元断層画像)を生成することが知られている。
【０００４】
　ボリュームレンダリング技術は、例えば3次元断層像ボリュームデータを2次元投影面上
の点から見た視線方向に配列された複数のボクセルの輝度値を、各ボクセルの透明度/不
透明度により補正しながら、視線方向に沿って累積加算して2次元投影面の画素値(輝度)
とすることにより、3次元断層画像を生成するものである。
【０００５】
　一方、超音波走査により得られる各ボクセルの輝度は、被検体内の組織の音響インピー
ダンスや、被検体内の伝播にともなう超音波の減衰などに応じて決まるため、診断の対象
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となる特定の組織のみを特徴付けた(例えば輝度を高くした)3次元断層画像を生成するの
は難しい。
【０００６】
　このような問題に対して、例えば3次元断層像ボリュームデータの高輝度組織のみを表
示する最大値投影法、低輝度組織のみを表示する最小値投影法などが一般に用いられてい
る。また、特許文献1に記載されているように、Bモード画像の輝度の高低を反転させるこ
とにより、低エコー領域の3次元構造を視認し易くすることが知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開2008-200441号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記特許文献等に記載されている従来の技術は、検者が所望する特定の
組織(例えば診断対象となる組織)の視認性を高めた3次元断層画像を生成することについ
ては考慮されていないと考えられる。
【０００９】
　すなわち、最大値投影法、最小値投影法、或いはBモード画像の輝度の高低を反転させ
る手法のいずれも、その用途が限定されているため、検者が所望する特定の組織の視認性
を高めた3次元断層画像を自由に生成できるとは限らない。例えばこれらの手法は、高輝
度組織或いは低輝度組織の視認性を高めた3次元断層画像を生成することはできるが、こ
れらの中間の輝度となる組織の視認性を高めた3次元断層画像を生成することが難しい。
【００１０】
　そこで本発明は、検者が所望する特定の組織の視認性を高めた3次元断層画像を生成す
ることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の超音波診断装置は、被検体との間で超音波を送受信する超音波探触子と、この
超音波探触子で計測された被検体の複数断層面の反射エコー信号に基づいて3次元断層像
ボリュームデータを生成する断層像ボリュームデータ生成部と、3次元断層像ボリューム
データに基づいて2次元投影面に少なくとも一の視線方向から見た3次元断層画像を生成す
る断層像ボリュームレンダリング部と、3次元断層画像を表示する表示部とを備えて構成
されており、特に、3次元断層像ボリュームデータの各ボクセルの輝度値に応じてこの各
ボクセルの輝度値を増減するオフセット演算部を備え、オフセット演算部の各ボクセルの
輝度値の増減量は入力インターフェースを介して調整可能であり、断層像ボリュームレン
ダリング部は、オフセット演算部により輝度値がオフセットされた3次元断層像ボリュー
ムデータに基づいて3次元断層画像を生成することを特徴としている。
【００１２】
　これによれば、検者は入力インターフェースを介してオフセット演算部の各ボクセルの
輝度値の増減量を調整することができるので、特定の輝度値を有する組織のみを強調した
3次元断層画像を生成することができる。したがって、所望する特定の組織の輝度値を増
量調整するか、所望する特定の組織以外の組織の輝度値を減量調整するか、或いはこの両
方の調整を行うことにより、所望する特定の組織の視認性を高めた3次元断層画像を生成
することができる。例えば、所望する特定の組織がどの程度の輝度値になるかを把握して
いれば、あらかじめその輝度値付近に対応する輝度値の増量(オフセット量)を大きくする
ことができる。また、例えば生成された3次元断層画像を見たときに、高輝度組織の裏に
所望の特定組織が隠れて見え難い場合は、高い輝度値付近に対応する輝度値の減量(オフ
セット量)を大きくすれば、壁となっていた高輝度組織が3次元断層画像に反映され難くな
るので、所望の特定組織の視認性を高めることができる。



(6) JP WO2010/143587 A1 2010.12.16

10

20

30

40

50

【００１３】
　また、被検体の複数断層面の反射エコー信号に基づいて3次元弾性像ボリュームデータ
を生成する弾性像ボリュームデータ生成部を備える場合、オフセット演算部は、3次元弾
性像ボリュームデータの各ボクセルの弾性値に応じて、3次元断層像ボリュームデータの
対応する各ボクセルの輝度値を増減するよう構成することができる。
【００１４】
　これによれば、検者は、所望する特定の組織の弾性値(組織の硬さ或いは軟らかさ)に着
目して、特定の弾性値を有する組織の視認性を高めた3次元断層画像を生成することがで
きる。例えば、所望する特定の組織がどの程度の弾性値になるかを把握していれば、あら
かじめその弾性値付近に対応する輝度値の増量(オフセット量)を大きくすることができる
。一方、硬い(或いは軟らかい)組織を観察したいといった場合には、高い(或いは低い)弾
性値に対応する輝度値の増量(オフセット量)を大きくしておけば、硬い(或いは軟らかい)
組織を探して観察することができる。
【００１５】
　また、オフセット演算部は、3次元断層像ボリュームデータの各ボクセルが取り得る輝
度値の範囲又は3次元弾性像ボリュームデータの各ボクセルが取り得る弾性値の範囲を複
数の領域に区分する境界値と、区分された複数の領域ごとの輝度値の増減量が設定された
複数のオフセットテーブルを備え、複数のオフセットテーブルから入力インターフェース
を介して選択されたオフセットテーブルに基づいて3次元断層像ボリュームデータの各ボ
クセルの輝度値を増減するよう構成することができる。
【００１６】
　例えば、輝度値が低い組織の視認性を高めるオフセットテーブル、輝度値が中間の組織
の視認性を高めるオフセットテーブル、輝度値が高い組織の視認性を高めるオフセットテ
ーブルなどのようにオフセットテーブルをデフォルトで複数用意しておけば、検者はいず
れかのオフセットテーブルを選択するだけでよいので使い勝手がよい。また、入力インタ
ーフェースを介してオフセットテーブルの境界値と増減量を調整可能とすることにより、
さらに細かく微調整することができるので、検者が所望する組織の視認性をより向上させ
ることができる。
【００１７】
　また、断層像ボリュームレンダリング部は、3次元断層像ボリュームデータの各ボクセ
ルの輝度値に応じて透明度/不透明度が設定されたオパシティーテーブルを有し、3次元断
層像ボリュームデータの少なくとも一の視線方向の視線上の各ボクセルの輝度値及びオパ
シティーテーブルに基づく透明度/不透明度に基づいて3次元断層画像を生成することがで
きる。
【００１８】
　また、断層像ボリュームレンダリング部は、3次元断層像ボリュームデータの各ボクセ
ルの輝度値に応じて透明度/不透明度及びカラーコードが設定された輝度-不透明度マップ
を有し、この輝度-不透明度マップに基づいて輝度値がオフセットされた3次元断層像ボリ
ュームデータの少なくとも一の断面の断層像データの各ボクセルの色を変換して2次元断
層画像を生成し、表示部は、3次元断層画像と2次元断層画像と輝度-不透明度マップを表
示することができる。
【００１９】
　すなわち、各ボクセルの透明度/不透明度は、そのボクセルが3次元断層画像にどの程度
反映されているのかを示す指標となる。したがって、2次元断層画像の各ボクセルの透明
度/不透明度に応じて色付けして表示することにより、検者は、2次元断層画像を参照すれ
ば、2次元断層画像のどの部位がどの程度3次元断層画像に反映されているのかを認識する
ことができる。また、2次元断層画像を参照することにより、所望とする特定の組織の視
認性を向上させるためのオフセットテーブルの調整をし易くなる。透明度/不透明度によ
る2次元断層像上でのカラーエンコードはオフセット量や輝度境界の位置、不透明度テー
ブルや断層像入力値のゲイン調整値を検者がコントロールパネルを介して変更(調節)した
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際、つまり3次元断層画像における不透明度処理に変化が生じる操作を行った際に、一定
時間(例えば1～5秒程度)エンコード処理を行うことにより、その操作が3次元断層画像に
与える影響を、断層像を介して検者に知らしめることができる。一定時間(例えば1～5秒
程度)経過後は透明度/不透明度カラーエンコードを終了し、通常の断層画像の表示を行う
ことで通常の診断を滞りなく行うことができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、検者が所望する特定の組織の視認性を高めた3次元断層画像を生成す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】第1の実施形態の超音波診断装置の全体構成を示すブロック図
【図２】ボクセル値と不透明度の関係を示す図
【図３】オフセット演算部で用いられるオフセットテーブルの設定画面の一例を示す図
【図４】オフセット演算部で行われる輝度値の変換処理のデータフロー図
【図５】256階調の輝度値で表される胎児の頭部の断層画像の模式図
【図６】胎児の頭部の3次元断層像ボリュームデータに対して一般的な不透明度設定によ
るボリュームレンダリングを行なった場合の3次元断層画像の模式図
【図７】脳室の視認性を高めたい場合のオフセットテーブルの設定例
【図８】図7に示すオフセットテーブルに基づいてオフセット演算部によりオフセット演
算がなされた3次元断層像ボリュームデータに基づいて生成された3次元断層像の模式図
【図９】脳実質の視認性を高めたい場合のオフセットテーブルの設定例
【図１０】図9に示すオフセットテーブルに基づいてオフセット演算部によりオフセット
演算がなされた3次元断層像ボリュームデータに基づいて生成された3次元断層像の模式図
【図１１】2次元断層画像及び輝度-不透明度マップの表示例を示す図
【図１２】3次元断層画像と2次元断層画像と輝度-不透明度マップの表示の一例を示す図
【図１３】3次元断層画像と2次元断層画像と輝度-不透明度マップの表示の一例を示す図
【図１４】カラー変換テーブルの作成フローを示す図
【図１５】ステップ148において合成後カラーマップテーブルOUTMAP[i]を作成する処理の
一例を示す図
【図１６】ステップ148において合成後カラーマップテーブルOUTMAP[i]を作成する処理の
一例を示す図
【図１７】第2実施形態の超音波診断装置の構成を示すブロック図
【図１８】オフセット演算部で用いられるオフセットテーブルの設定画面の一例を示す図
【図１９】オフセット演算部で行われる輝度値の変換処理のデータフロー図
【図２０】第3実施形態の超音波診断装置の構成を示すブロック図
【図２１】第3実施形態の処理により目的の弾性値であり、かつ目的の輝度値の範囲内の
ボクセルデータ(輝度データ)のみを可視化した場合の表示例
【図２２】第3実施形態の処理により目的の弾性値であり、かつ目的の輝度値の範囲内の
ボクセルデータ(輝度データ)のみを可視化した場合の表示例
【図２３】弾性値によるしきい値を用いてオフセット演算処理を行った場合の3次元断層
画像の表示例を示す図
【図２４】弾性値によるしきい値を用いて表示したい範囲の弾性値を変化させた場合の3
次元弾性画像の表示例を示す図
【図２５】図23、図24に示した3次元断層画像と3次元弾性画像のRGB変換後のRGB各要素を
、重みをかけて加算するαブレンディングを用いて重畳した画像例
【図２６】弾性値によるしきい値処理を用いて、かつ輝度によるオフセットフィルタの設
定を行った場合の画像の表示例を示す図
【図２７】弾性値によるしきい値処理を用いて、かつ輝度によるオフセットフィルタの設
定を行った場合の画像の表示例を示す図
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【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明を適用してなる超音波診断装置、超音波画像処理装置、超音波画像処理プ
ログラム、及び超音波画像生成方法の実施形態を説明する。
【００２３】
　(実施形態1)
　本発明を適用してなる超音波診断装置の第1の実施形態について図面を参照して説明す
る。図1は第1の実施形態の超音波診断装置の全体構成を示すブロック図である。
【００２４】
　図1に示すように、本実施形態の超音波診断装置100は、被検体1との間で超音波を送受
信する超音波探触子2と、超音波探触子2に駆動信号を供給する送信部4と、超音波探触子2
で受信された反射エコー信号を受信する受信部6と、送信部4及び受信部6の送受信制御を
行う超音波送受信制御部8と、受信部6で受信された反射エコー信号を整相加算してRF信号
を生成する整相加算部10を備えて構成される。
【００２５】
　また、整相加算部10から出力されたRF信号(超音波信号)に対し、対数圧縮、フィルタ処
理、画像処理などの各種処理を行って断層像データを生成する断層画像処理部12と、被検
体1の複数断層面の断層像データに対して座標変換を行い、各軸の直交した3次元断層像ボ
リュームデータを作成する断層像ボリュームデータ生成部14と、3次元断層像ボリューム
データの各ボクセルの輝度値のオフセット演算を行う本実施形態の特徴部であるオフセッ
ト演算部16と、オフセット演算された3次元断層像ボリュームデータに対してボリューム
レンダリング技術を用いて3次元断層画像を生成する断層像ボリュームレンダリング部18
を備えている。
【００２６】
　一方、断層画像処理部12からの出力データに基づいて3次元断層像ボリュームデータの
少なくとも1の断層面における2次元断層画像を生成する断層像2次元座標変換部20と、断
層像ボリュームレンダリング部18で生成された3次元断層画像と断層像2次元座標変換部20
で生成された2次元断層画像を合成する画像合成部22と、画像合成部22から出力された画
像を表示する表示部としての表示部24を備えている。
【００２７】
　また、検者からの指令等の入力を受け付ける入力インターフェースとしてのコントロー
ルパネル26と、コントロールパネル26からの入力指令に基づいて超音波診断装置100を構
成する上記の各構成要素を制御する制御部28を備えている。例えばコントロールパネル26
を介して3次元断層像ボリュームデータの任意の断面を検者が指定したら、指定された断
面位置情報が断層像2次元座標変換部20に送られて、その断面位置における2次元断層画像
が生成される。
【００２８】
　ここで、上記の各構成要素を具体的に説明する。超音波探触子2は、振動子素子が超音
波探触子の長軸方向に1～mチャンネル分配列される。ここで、短軸方向にもk個に切断さ
れて1～kチャンネル分配列されている場合、短軸方向の各振動子素子(1～kチャンネル)に
与える遅延時間を変えることにより、短軸方向にも送波や受波のフォーカスがかけられる
ようになっている。また、短軸方向の各振動子素子に与える超音波送信信号の振幅を変え
ることにより送波重み付けがかけられ、短軸方向の各振動子素子からの超音波受信信号の
増幅度又は減衰度を変えることにより受波重み付けがかけられるようになっている。さら
に、短軸方向のそれぞれの振動子素子をオン、オフすることにより、口径制御ができるよ
うになっている。
【００２９】
　この超音波探触子2は、制御部28からの制御信号によりモータ駆動、或いはは手動で短
軸方向に移動しながらスキャンを行い、被検体1の複数断層面の3次元的なデータ収集を行
うことが可能である。また、短軸方向にもk個に切断されて1～kチャンネル分配列されて
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いる場合、探触子ヘッドの曲率に沿った短軸方向、若しくは電子フォーカスによって生成
した短軸方向の超音波ビームにより3次元超音波データを収集することが可能である。
【００３０】
　なお、この超音波探触子2は、送信部4から供給される駆動信号に重畳して印加されるバ
イアス電圧の大きさに応じて超音波送受信感度つまり電気機械結合係数が変化する、例え
ばcMUT(Capacitive Micromachined Ultrasonic Transducer：IEEE Trans. Ultrason. Fer
roelect. Freq. Contr. Vol45 pp.678-690 May 1998等)を適用できる。cMUTは、半導体微
細加工プロセス(例えば、LPCVD：Low Pressure Chemical Vapor Deposition)により製造
される超微細容量型超音波振動子である。
【００３１】
　送信部4及び受信部6は、超音波探触子2に送信信号を供給すると共に受信した反射エコ
ー信号を処理するもので、その内部には、超音波探触子2を制御し超音波ビームの打ち出
しをさせる送波回路と、この打ち出された超音波ビームの被検体1内からの反射エコー信
号を受信し生体情報を収集する受波回路を持ち、超音波送受信制御部8により制御される
。
【００３２】
　整相加算部10は、受信部6から出力された反射エコー信号の位相を制御し、一点又は複
数の収束点に対して超音波受波ビームを形成する。なお、整相加算部10において生成され
るRF信号は、複合復調したI、Q信号であっても良い。
【００３３】
　断層画像処理部12は、整相加算部10において整相加算された反射エコー信号を処理する
もので、順次入力される反射エコー信号に基づいて対数圧縮、フィルタ処理、画像処理を
行う信号処理回路と、超音波画像を記憶する磁気ディスク装置及びRAMとからなる記憶装
置とを有して構成される。
【００３４】
　断層像ボリュームデータ生成部14は、断層画像処理部12で処理された複数断層面の断層
像データに基づいて3次元断層像ボリュームデータを生成する。オフセット演算部16は、3
次元断層像ボリュームデータの各ボクセルに対して輝度値のオフセット演算を行う。この
詳細は後述する。
【００３５】
　断層像ボリュームレンダリング部18は、オフセット演算がなされた3次元断層像ボリュ
ームデータに対してボリュームレンダリング等の2次元投影処理を行い、3次元断層画像を
生成して画像合成部22へ転送する。
【００３６】
　断層像2次元座標変換部20は、断層画像処理部12からの出力データに基づいて3次元断層
像ボリュームデータの少なくとも1の断層面における2次元断層画像をリサンプリング及び
補間処理によって生成して画像合成部22へ転送する。画像合成部22は、断層像ボリューム
レンダリング部18で生成された3次元断層画像と断層像2次元座標変換部20で生成された2
次元断層画像を合成して表示部24へ転送する。表示部24は、画像合成部22で生成された画
像を入力し、超音波画像として表示するもので、例えばCRTモニタ、液晶モニタで形成さ
れる。
【００３７】
　以下、本実施形態の超音波診断装置100の断層像ボリュームレンダリング部18について
より具体的に説明する。断層像ボリュームレンダリング部18は、3次元断層像ボリューム
データに基づいて2次元投影面に少なくとも一の視線方向から見て投影画像(3次元断層画
像)を生成するものであり、3次元断層像ボリュームデータ中の視線方向の輝度値に、制御
部28より転送される輝度毎の透明度値を乗じて加算することで3次元断層画像を構成する
。ここで、本実施形態で用いる公知のボリュームレンダリング方式の式を以下に定義する
。
(式1)Cout＝Cout-1＋(1-Aout-1)・Ai・Ci
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(式2)Aout＝Aout-1＋(1-Aout-1)・Ai
　式1中、Ciは作成される2次元投影面上のある点から3次元断層像ボリュームデータを見
た場合の、視線上i番目に存在するボクセル輝度値であり、視線上にNボクセルのデータが
並んだとき、i＝0～N-1までを積算した値Coutが最終的な出力ピクセル値となる。Cout-1
はi-1番目までの積算値を示す。
【００３８】
　また、式1，2中のAiは視線上i番目に存在するボクセル値の不透明度であり、0．0～1．
0の値をとる。Cout，Aoutはともに0を初期値とし、式2に示される様に、Aoutはボクセル
を通過するたびに積算(累積加算)され1．0に収束する。よって、式1に示されるようにi-1
番目までのボクセルの不透明度の積算値Aout-1が約1．0となった場合、i番目のボクセル
値Ciは出力画像に反映されない。なお不透明度をAiとしたときの透明度は1-Aiで表され、
不透明度と透明度は互いに補完関係にある。よって、本明細書においては透明度と不透明
度の概念を適宜、透明度/不透明度と記載している。また、例えば不透明度を挙げて説明
している場合であっても、同時に透明度の概念も含んで説明していることになる。
【００３９】
　図2はボクセル値と不透明度の関係を示す図である。図2に示すように、ボクセル値と不
透明度の関係は一般に横軸に輝度、縦軸に不透明度をとった不透明度テーブル(オパシテ
ィーテーブル)として表され、ボクセルの輝度値から不透明度を参照する。
【００４０】
　以上により、本実施形態のボリュームレーダリング処理では、不透明度の高いボクセル
を表面としてとらえて、3次元断層像データを立体的に表示することができる。また、表
面ではなく内部の構造物を透過的に可視化するレンダリング手法として、関心領域中の高
輝度構造物のみを表示する最大値投影法(Maximum intensity projection)、低輝度構造物
のみを描出する最小値投影法(Minimum intensity projection)、視線方向のボクセル値の
累算画像を表示する方法(Ray summation)などが一般的に用いられている。
【００４１】
　続いて、本実施形態の超音波診断装置の特徴部について説明する。本実施形態の超音波
診断装置は、被検体1との間で超音波を送受信する超音波探触子2と、超音波探触子2で計
測された被検体1の複数断層面の反射エコー信号に基づいて3次元断層像ボリュームデータ
を生成する断層像ボリュームデータ生成部14と、3次元断層像ボリュームデータに基づい
て2次元投影面に少なくとも一の視線方向から見た3次元断層画像を生成する断層像ボリュ
ームレンダリング部18と、3次元断層画像を表示する表示部24とを備えてなる超音波診断
装置であって、3次元断層像ボリュームデータの各ボクセルの輝度値に応じて該各ボクセ
ルの輝度値を増減するオフセット演算部16を備え、オフセット演算部16の各ボクセルの輝
度値の増減量は入力インターフェース(コントロールパネル)26を介して調整可能であり、
断層像ボリュームレンダリング部18は、オフセット演算部16により輝度値がオフセットさ
れた3次元断層像ボリュームデータに基づいて3次元断層画像を生成するものである。図3
はオフセット演算部16で用いられるオフセットテーブルの設定画面の一例を示す図である
。図3(a)(b)は、それぞれオフセットテーブルを設定する一例である。
【００４２】
　図3に示すように、オフセットテーブルは、3次元断層像ボリュームデータの各ボクセル
が取り得る輝度値の範囲(0～255)を複数の領域(N：本実施形態では5)に区分する境界値(P
0～P5)と、区分された複数の領域ごとの輝度値の増減量(O1～O5)が設定されている。
【００４３】
　例えば図3(a)に示すようなグラフ31を用いて、コントロールパネル26を介してP0～P5で
示される境界値の設定ポインタを左右に動かすことで領域の境界を設定することができる
。同じくO1～O5は各領域の輝度値の増減量(オフセット値)を示すポインタであり、上下に
動かすことで各領域のオフセット値を設定することができる。グラフ31の上限、下限値は
それぞれ100、-100としてあるが、一例を表したものであり入力及び出力データのとりう
る範囲であればいくらでも良い。なおP0或いはP5を動かしてオフセットの対象外となった
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入力輝度値に対してはオフセット処理を行なわないものとする。またP0及びP5は各ボクセ
ルが取り得る輝度値の範囲の両端に固定することもできる。また、境界値(P0～P5)や、輝
度値の増減量(O1～O5)の設定は、トグル、エンコーダもしくは液晶パネル上の調整ボタン
などを用いて行うことができる。
【００４４】
　また、図3(b)に示すように、境界値及び輝度値の増減量(オフセット値)は、コントロー
ルパネル26を介して、表示ウィンドウ32内のO1～O5，P0～P5のそれぞれをプルダウンメニ
ュー或いは直接数値入力により設定することもできる。また、図3(b)に示すように、境界
値(P0～P5)により区切られた有効な領域数を、輝度調整領域数33(N＝5)として表示するこ
ともできる。
【００４５】
　図4はオフセット演算部16で行われる輝度値の変換処理のデータフロー図である。図4に
示すように、オフセット演算部16においてオフセットフィルタ処理が開始されたら、カウ
ンタiが0に初期化される(ステップ41)。続いて、3次元断層像ボリュームデータの各ボク
セルの輝度値m(i)が読み込まれる(ステップ42)。iが全データ数(ボクセル数)より大きい
か否かを判定して(ステップ43)、大きい場合(ステップ43でYesの場合)はオフセットフィ
ルタ処理を終了する。一方、大きくないつまり3次元断層像ボリュームデータの全てのボ
クセルに対してオフセット処理が行なわれていない場合は、ステップ44へ進み、領域選択
用カウンタnが1に初期化される(ステップ44)。
【００４６】
　領域選択用カウンタnが輝度調整領域数Nよりも小さいか否かが判断され(ステップ45)、
小さい場合(ステップ45でYes)、3次元断層像ボリュームデータの読み込まれたi番目の輝
度値m(i)がP(n-1)とP(n)の範囲内か否か判定される(ステップ46)。ステップ46でYesの場
合、ステップ48において輝度値の増減量(オフセット値)O(n)が加算される(ステップ48)。
一方、ステップ46でNoの場合は領域選択用カウンタnを更新してステップ45へ戻る(ステッ
プ47)。つまりステップ45～ステップ47のループによって、3次元断層像ボリュームデータ
の読み込まれたi番目の輝度値m(i)が境界値P(0)～P(N)で区分されるいずれかの領域に分
類され、ステップ48において、区分された領域に応じた輝度値の増減量(オフセット値)O(
n)が加算されている。ステップ48が終わった後、又はステップ45においてNoの場合、カウ
ンタiを更新してステップ42に戻る(ステップ49)。
【００４７】
　以上の処理により、3次元断層像ボリュームデータの全てのボクセルの輝度値に、境界
値P(0)～P(N)で分割される領域毎の輝度値の増減量(オフセット値)O(n)が加算される。な
お本実施形態ではオフセットテーブルを用いてオフセット処理を行う場合を示したが、こ
れには限られない。例えばオフセット演算部に、3次元断層像ボリュームデータの各ボク
セルの輝度値の入力に応じて、輝度値の増減量を出力する関数を設定しておき、この関数
に基づいて各ボクセルの輝度値を増減することができる。
【００４８】
　次に、本実施形態のオフセット演算部16の被検体1への適用例と効果について説明する
。図5は256階調の輝度値で表される胎児の頭部の断層画像の模式図である。断層画像51に
おいて、胎児表皮52の輝度値は128であるとする。また、胎児頭蓋53の輝度値は200であり
、頭蓋内腔領域54の輝度値は32であるとする。さらに脳実質55の輝度値は80であり、脳室
56の輝度値は16であるとする。なお胎児の頭部の周辺の背景については効果を簡便に説明
するため、考えないこととする。
【００４９】
　このような断層画像の集合からなる3次元断層像ボリュームデータに対してボリューム
レンダリングにより3次元断層画像を構築する場合において、輝度の高いものを不透明に
設定し、輝度の低いものを透明に設定するという一般的な不透明度設定にした際の3次元
断層画像を図6に示す。図6に示すように、3次元断層画像61は、高輝度の胎児表皮52、胎
児頭蓋53で殆どの出力輝度が決まってしまい胎児の頭部の表面がレンダリングされた3次
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元表面画像が構築される。
【００５０】
　これに対して、本実施形態のオフセット演算部16を用いて、検者が所望する特定の組織
として脳室56の視認性を高めたい場合は、図7に示すようにオフセットテーブルを設定す
る。すなわち、オフセットテーブルは、図7(a)に示すグラフ71及び図7(b)に示す表示ウィ
ンドウ72のようになる。このとき、調整領域数Nは2であり、P0、P2は入力輝度の最小、最
大値であり固定である。また、所望とする特定の目的部位のみを表示するためには、目的
部位に加算する輝度値の増減量(オフセット値)O1＝255、目的部位以外に加算する輝度値
の増減量(オフセット値)O2＝-255とすることが、最も目的部位を極端に3次元化する方法
である。境界値P1は画像を確認しながら設定するため、コントロールパネル26より検者が
設定可能である。
【００５１】
　図8は、図7に示すようなオフセットテーブルに基づいてオフセット演算部16によりオフ
セット演算がなされた3次元断層像ボリュームデータに基づいて生成された3次元断層像の
模式図である。脳室56の輝度値は16でありP0(0)～P1(17)の範囲内であるため＋255のオフ
セットがなされ、その他の組織はP1(17)～P2(255)の範囲内であるため-255のオフセット
がなされる。したがって、図8に示すように、3次元断層画像81は、脳室56の視認性が高め
られた3次元断層画像として生成され表示される。なおこの例のように最も小さい輝度値
から任意の輝度値までを強調して表示したい場合は、パラメータ「表示しきい値」、及び
輝度値の増減量(オフセット値)をトグル、エンコーダ或いは液晶パネル上の調整ボタン等
により任意に設定することにより、簡便な操作で図8に示すような3次元断層画像を生成す
ることができる。
【００５２】
　一方、検者が所望する特定の組織として脳実質55の視認性を高めたい場合は、図9に示
すようにオフセットテーブルを設定する。すなわち、図5に示すように、脳実質55は内部
に低輝度となる脳室56が存在し、周りには同じく低輝度の頭蓋内腔領域54が存在し、その
周りには胎児頭蓋53が存在するので、視認性を高めたい輝度範囲は中間輝度にあたる一領
域である。このため、オフセットテーブルは、図9(a)に示すグラフ91及び図9(b)に示す表
示ウィンドウ92のように、調整領域数Nを3とし、P0，P3は入力輝度の最小、最大値に固定
し、輝度値の増減量(オフセット値)O1＝-255、O2＝255，O3＝-255とする。境界値P1，P2
は画像を確認しながらコントロールパネル26を介して任意に設定することができる。
【００５３】
　図10は、図9に示すようなオフセットテーブルに基づいてオフセット演算部16によりオ
フセット演算がなされた3次元断層像ボリュームデータに基づいて生成された3次元断層像
の模式図である。脳実質55の輝度値は80でありP1(75)～P2(85)の範囲内であるため＋255
のオフセットがなされ、その他の組織はP0(0)～P1(75)或いはP2(85)～P3(255)の範囲内で
あるため-255のオフセットがなされる。したがって、図10に示すように、3次元断層画像1
01は、脳実質55の視認性が高められた3次元断層画像として生成され表示される。なおこ
の例のように中間輝度にあたる任意の輝度範囲を強調して表示したい場合は、パラメータ
「表示開始しきい値」、「表示終了しきい値」及び輝度値の増減量(オフセット値)をトグ
ル、エンコーダ或いは液晶パネル上の調整ボタン等により任意に設定することにより、簡
便な操作で図10に示すような3次元断層画像を生成することができる。
【００５４】
　なお、2つ以上の所望の特定組織(目的部位)がある場合、トグルやエンコーダでは設定
が困難であるため、表示画面上の設定画面を直接エディットするのが好ましい。コントロ
ールパネル26からディスプレイ上の液晶パネル上で輝度調整領域数Nの増減と、境界値P0-
Pn、オフセットO0-Onをコントロールパネル26におけるトラックボール操作、或いは表示
部24上のタッチパネルより設定できる。また、表示ウィンドウ32内プルダウンメニュー(
上下バー)を用いることでコントロールパネル26より設定することも可能である。
【００５５】
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　また、本実施形態ではオフセットテーブルを検者がコントロールパネル26を介して調整
する例を示したが、これには限られない。例えば輝度値が低い組織の視認性を高めるオフ
セットテーブル、輝度値が中間の組織の視認性を高めるオフセットテーブル、輝度値が高
い組織の視認性を高めるオフセットテーブルなどのようにオフセットテーブルをデフォル
トで複数用意しておいて、検者にどのオフセットテーブルを用いるかを選択させてもよい
。これによれば、検者は簡便な操作で、所望の特定組織の視認性を高めた3次元断層画像
を得ることができる。
【００５６】
　続いて、図11～図13を用いて、オフセットテーブルを設定する際の補助画面となる2次
元断層画像について説明する。図11は2次元断層画像及び輝度-不透明度マップの表示例を
示す図である。図11(a)は2次元断層画像を示しており、図11(b)は輝度-不透明度マップを
示している。図11(b)に示すように、輝度-不透明度マップ111は、縦軸、横軸にそれぞれ
輝度値、不透明度をとった2次元テーブルを使用したカラーコードが設定されている。つ
まり輝度値及び透明度/不透明度に応じてカラーコードが設定されている。また、図11(a)
に示すように、2次元断層画像112は、輝度-不透明度マップ111のカラーコードに応じて色
が付されている。輝度-不透明度マップ111中の破線は図2に示すボクセル値と不透明度の
関係を示したものに相当し、入力輝度値に対する不透明度は一意に定まり、2次元断層画
像112に表示されるピクセルの色は輝度-不透明度マップ111中の破線上にある1点に定まる
。
【００５７】
　2次元断層画像112の基となる断層像データは、断層像2次元座標変換部20によって生成
される。断層像データは、検者がコントロールパネル26を介して指定した3次元断層像ボ
リュームデータの任意の断面の断層像データであり、オフセット演算部16によるオフセッ
ト処理はなされていない。この断層像データは画像合成部22に入力される。画像合成部22
は、制御部28よりオフセットテーブルの境界値、輝度の増減量(オフセット値)、及び輝度
-不透明度マップ111を取得している。
【００５８】
　画像合成部22は、オフセットテーブルに基づいて断層像2次元座標変換部20から入力さ
れた断層像データの輝度値をオフセットし、オフセットされた断層像データの各ボクセル
に対して、輝度-不透明度マップ111に基づいて色を変換して2次元断層画像を生成する。
例えば、輝度値がオフセットされた断層像データの各ボクセルの輝度値、不透明度を参照
してRGBやYUVなどのカラー情報を有する数値に変換する。このようなカラーコード変換処
理において、輝度-不透明度マップ111のように縦軸に輝度値を設定し、横軸に不透明度が
低くなるほど入力データと相関のない彩度の高いカラーデータを設定することで、3次元
断層画像において透過する領域、透過しない領域、その中間の領域を段階的に表示するこ
とができる。
【００５９】
　例えば図11において、2次元断層画像112では、3次元断層画像に支配的な不透明領域113
、3次元断層画像に高く影響する透明度の低い中間領域114、3次元断層画像にあまり影響
を与えない透明度の高い中間領域115、3次元断層画像には影響を与えない透明領域116が
、輝度とは別の色相でエンコードして表示されている。その結果、検者は、境界値及び輝
度値の増減量(オフセット値)が3次元断層画像に与える影響を直感的に把握することがで
き、検査効率を向上することができる。つまり、検者は、2次元断層画像112上のどの領域
が3次元断層画像に反映されて、どの部位が反映されていないかを把握することができる
。例えば透明領域116の領域は現在のオフセットテーブルの設定では3次元断層画像に反映
されないから、反映させたければオフセットテーブルの設定を調整しなければならない、
ということがわかる。
【００６０】
　図12は3次元断層画像と2次元断層画像と輝度-不透明度マップの表示の一例を示す図で
ある。図12に示すように、3次元断層画像121と、2次元断層画像122と、輝度-不透明度マ
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ップ123は並べて表示される。検者は、図12を参照することにより、不透明領域113は不透
明に描画され、透明領域116は全く描画されず、中間領域114，115は半透明に描画される
ことを認識することができる。また、不透明領域113が強調されていることで目的部位を
明瞭に可視化することができる。
【００６１】
　図13は3次元断層画像と2次元断層画像と輝度-不透明度マップの表示の一例を示す図で
ある。図13に示すように、3次元断層画像131と、X-Y断層面における2次元断層画像132と
、X-Z断層面における2次元断層画像133と、Y-Z断層面における2次元断層画像134と、輝度
-不透明度マップ135を並べて表示することもできる。このように3方向からの断面を同時
に表示することにより、より明白に可視化領域を検者に知らしめることができる。
【００６２】
　続いて、図14～図16を用いて、上記カラーコード変換処理において使用するカラー変換
テーブル(輝度-不透明度マップ)の作成方法の例を説明する。図14はカラー変換テーブル
の作成フローを示す図である。図14に記載されている記号P，Oは上述の境界値P(n)、輝度
値の増減量(オフセット値)O(n)を指すものとする。
【００６３】
　また、図15，16において、本実施形態で使用するカラー変換テーブルOUTMAP[i]は合成
後カラーマップテーブル、BWMAP[i]は断層像出力用RGB変換テーブル、COLMAP[i]は透明度
設定用RGBカラーテーブルを示している。これらは入力iに対し、三原色であるR、G、Bの
三要素を返すことにより自然色への変換を行うテーブルであり、それぞれ＊．R，＊．G，
＊．BでRGBの3要素にアクセス可能なカラーマップテーブルである。iは入力輝度による階
調を示し、0-255の256階調であることが多いが、任意の数が使用可能である。
【００６４】
　透明設定用RGBテーブルCOLMAPは、例えば階調要素iの全てに対し、＊．R＝0，＊．G＝2
55，＊．B＝0を設定し、透明になるに従いグリーンになる設定をもちいても良いし、階調
要素iに対して異なる色相や彩度、明度を設定することにより任意の視覚的効果を与えて
もよい。
【００６５】
　図14に示すように、カラーマップ変換処理を開始すると、カウンタiによって表現され
る入力階調値(入力輝度値、エラスト値、もしくはその他の入力を示す)が0に初期化され
る(ステップ141)。続いて、カウンタiとMmap(マップの持つ階調数)の大小比較をして(ス
テップ142)、iがMmapより小さければ(ステップ142でNo)、ステップ143へ進む。ステップ1
43において領域選択用カウンタnが1に初期化され、選択された入力階調値iはステップ144
及びステップ145により、境界値P(0)～P(N)で分割されるいずれかの領域に分類され、ス
テップ146にて選択された輝度値の増減量(オフセット値)O(n)をiに加算した値を用いて不
透明度テーブルOPQ[n]を参照し、不透明度mm(i)を求め、この不透明度mm(i)を用いてステ
ップ148において合成後カラーマップテーブルOUTMAP[i]を作成する。
【００６６】
　ステップ146において使用される定数vは不透明度カラーの影響度を与えるパラメータで
、通常1．0とする。ステップ143，ステップ147は領域選択用カウンタnの初期化処理及び
更新処理、ステップ149はカウンタiの更新処理である。
【００６７】
　図15はステップ148において合成後カラーマップテーブルOUTMAP[i]を作成する処理の一
例を示す図である。図15に示すように、ステップ151はOUTMAP[i]の各要素をBWMAP[i]、OU
TMAP[i]にそれぞれ係数mm(i)，(1．0-mm(i))を乗じて加算した値として算出している。
【００６８】
　これは例えば透明設定用RGBテーブルCOLMAPが階調要素iの全てに対し、＊．R＝0，＊．
G＝255，＊．B＝0を設定した場合、不透明な入力階調値iを持つ場合、そのままの断層像
輝度BWMAP[i]が出力され、透明な入力階調値iを持つ場合には不透明度が減少するに従い
、だんだんと緑色の断層像イメージが出力されるカラーマップテーブルOUTMAP[i]が作成
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されることを表す。
【００６９】
　すなわち、不透明な3次元ボクセルとして画像化される断層像の領域はそのままの白黒
、もしくは設定された色調の断層像が表示され、透明な3次元ボクセルとして画像化され
る断層像の領域は設定された色調以外の透明度設定用カラーで表示され、不透明から透明
になるに従い、透明度設定用カラーの割合が強く断層像上に表示される。
【００７０】
　このとき、完全に不透明な入力階調値iの場合、完全に緑が発色されるが、ステップ146
において使用される定数vを1．0以下(例えば0．9や0．8)にすることで半透明など発色の
具合を調整することが可能である。これにより、完全に不透明な入力階調値iの領域が完
全な緑ではなく半透明の緑となるので、検者は、その領域の形態などを視認することがで
きる。
【００７１】
　図16はステップ148において合成後カラーマップテーブルOUTMAP[i]を作成する処理の一
例を示す図である。ステップ161では、透明度設定用RGBカラーテーブルは用意せず、固定
の透明度設定用カラー値との合成色を、不透明度係数mm(i)を用いて計算し、合成後カラ
ーマップテーブルOUTMAPを簡易的に作成している。
【００７２】
　上記の2例はRGBカラーマップの各要素を、不透明度係数mm(i)をもちいて合成する方法
の一例であるが、彩度、明度、色相をパラメータとして保持するHSV形式で色情報を保持
し、mm(i)によってこれらのパラメータを変化させたものを用いて合成を行ってもよいし
、出力形式はRGB形式に限定するものではなく、YUV方式であっても構わない。
【００７３】
　(実施形態2)
　本発明を適用してなる超音波診断装置の第2の実施形態について図面を参照して説明す
る。図17は第2実施形態の超音波診断装置の構成を示すブロック図である。第1実施形態と
同様の構成については説明を省略する。
【００７４】
　図17に示すように、超音波診断装置100には、整相加算部10から出力されるRF信号フレ
ームデータを記憶し、少なくとも2枚のフレームデータを選択するRF信号フレームデータ
選択部171と、被検体の生体組織の変位を計測する変位計測部172と、変位計測部172で計
測された変位情報から歪み又は弾性率を求める弾性情報演算部173と、弾性情報演算部173
で演算した歪み又は弾性率からカラー弾性画像を構成する弾性画像処理部174と、弾性画
像処理部174からの出力信号を表示部24の表示に合うように変換する弾性像2次元座標変換
部177が備えられている。
【００７５】
　また、弾性画像処理部174からの出力信号に基づいて3次元弾性データへの座標変換を行
ない、弾性像ボリュームデータを作成する弾性像ボリュームデータ生成部175と、弾性像
ボリュームデータ生成部175からの出力信号に基づいて、2次元投影面上の各ピクセルの視
線方向に存在する弾性像ボリュームデータに対し、ボリュームレンダリング、最大値、最
小値投影、あるいは平均処理を行う弾性像ボリュームレンダリング部176を備えている。
【００７６】
　RF信号フレームデータ選択部171は、整相加算部10からの複数のRF信号フレームデータ
を格納し、格納されたRF信号フレームデータ群から1組すなわち2つのRF信号フレームデー
タを選択する。例えば、整相加算部10から時系列すなわち画像のフレームレートに基づい
て生成されるRF信号フレームデータをRF信号フレームデータ選択部171に順次記憶し、記
憶されたRF信号フレームデータ(N)を第1のデータとして選択すると同時に、時間的に過去
に記憶されたRF信号フレームデータ群(N-1、N-2、N-3…N-M)の中から1つのRF信号フレー
ムデータ(X)を選択する。なお、ここでN、M、XはRF信号フレームデータに付されたインデ
ックス番号であり、自然数とする。
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【００７７】
　そして、変位計測部172は、選択された1組のデータすなわちRF信号フレームデータ(N)
及びRF信号フレームデータ(X)から1次元或いは2次元相関処理を行って、断層画像の各点
に対応する生体組織における変位や移動ベクトルすなわち変位の方向と大きさに関する1
次元又は2次元変位分布を求める。ここで、移動ベクトルの検出にはブロックマッチング
法を用いる。ブロックマッチング法とは、画像を例えばN×N画素からなるブロックに分け
、関心領域内のブロックに着目し、着目しているブロックに最も近似しているブロックを
前のフレームから探し、これを参照して予測符号化すなわち差分により標本値を決定する
処理を行うものである。
【００７８】
　弾性情報演算部173は、変位計測部172から出力される計測値、例えば移動ベクトルと、
圧力計測部178から出力される圧力値とから断層画像上の各点に対応する生体組織の歪み
や弾性率を演算し、その歪みや弾性率に基づいて弾性画像信号すなわち弾性フレームデー
タを生成するものである。
【００７９】
　このとき、歪みのデータは、生体組織の移動量例えば変位を空間微分することによって
算出される。また、圧力計測部178に示すような圧力計測機能を備えた構成では、弾性率
を算定することができ、弾性データとして弾性率を使用することも可能である。弾性率の
データは、圧力の変化を歪みの変化で除することによって計算される。例えば、変位計測
部172により計測された変位をL(X)、圧力計測部178により計測された圧力をP(X)とすると
、歪みΔS(X)は、L(X)を空間微分することによって算出することができるから、ΔS(X)＝
ΔL(X)/ΔXという式を用いて求められる。また、弾性率データのヤング率Ym(X)は、Ym＝(
ΔP(X))/ΔS(X)という式によって算出される。このヤング率Ymから断層画像の各点に相当
する生体組織の弾性率が求められるので、2次元の弾性画像データを連続的に得ることが
できる。なお、ヤング率とは、物体に加えられた単純引張り応力と、引張りに平行に生じ
るひずみに対する比である。
【００８０】
　弾性画像処理部174は、フレームメモリと画像処理部とを含んで構成されており、弾性
情報演算部173から時系列に出力される弾性フレームデータをフレームメモリに確保し、
確保されたフレームデータに対し画像処理を行うものである。また、弾性画像処理部174
ではRF信号フレームデータ選択部171又は変位計測部172又は弾性情報演算部173の出力情
報から弾性画像のエラーを評価し、出力画像のマスキングを行っている。
【００８１】
　弾性像2次元座標変換部177は、弾性画像処理部174からの弾性フレームデータをモニタ
に合わせて座標変換する。なお、超音波探触子2は、制御部28からの制御信号によりモー
タ駆動、或いは手動で短軸方向にスキャン可能である。また、手動であっても磁気センサ
179を備えた構成である場合には、磁気センサ179からの位置情報を用いることにより、圧
迫量や短軸位置を検出することも可能である。
【００８２】
　弾性像ボリュームデータ生成部175は弾性画像処理部174より3次元弾性データへの座標
変換を行い、弾性像ボリュームレンダリング部176は、出力する2次元投影面上の各ピクセ
ルの視線方向に存在するボリュームデータに対し、ボリュームレンダリング、最大値、最
小値投影、あるいは平均処理を行う。
【００８３】
　画像合成部22は断層像及び弾性像ボリュームレンダリング部で作成した断層データと歪
み/弾性データと合成するものである。合成画像の各画素の輝度情報及び色相情報は、白
黒断層画像とカラー弾性画像の各情報を合成割合で加算し、RGB変換を行って表示部24に
表示する画像を作成するものである。
【００８４】
　ここで、オフセット演算部16は断層像ボリュームデータ生成部14より出力される3次元
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断層像ボリュームデータを、3次元弾性像データを用いて輝度変換し、断層像ボリューム
レンダリング部18に転送する。言い換えれば、本実施形態のオフセット演算部16は、弾性
像ボリュームデータ生成部175から出力される3次元弾性像ボリュームデータの各ボクセル
の弾性値に応じて、断層像ボリュームデータ生成部14から出力される3次元断層像ボリュ
ームデータの対応する各ボクセルの輝度値を増減するものである。
【００８５】
　なお、弾性像データとは上記の方法によって計算される歪値、ヤング率、縦弾性率、横
弾性率など、硬さを表す弾性パラメータの総称であり、特定の1つを指すものではないも
のとする。
【００８６】
　続いて、本実施形態の超音波診断装置の特徴部について説明する。図18はオフセット演
算部16で用いられるオフセットテーブルの設定画面の一例を示す図である。図18(a)(b)は
、それぞれオフセットテーブルを設定する一例である。
【００８７】
　図18に示すように、オフセットテーブルは、3次元弾性像ボリュームデータの各ボクセ
ルが取り得る弾性値の範囲(0～255)を複数の領域(N：本実施形態では5)に区分する境界値
(E0～E5)と、区分された複数の領域ごとの輝度値の増減量(O1～O5)が設定されている。
【００８８】
　例えば図18(a)に示すようなグラフ181を用いて、コントロールパネル26を介してE0～E5
で示される境界値の設定ポインタを左右に動かすことで領域の境界を設定することができ
る。同じくO1～O5は各領域の輝度値の増減量(オフセット値)を示すポインタであり、上下
に動かすことで各領域のオフセット値を設定することができる。グラフ181の上限、下限
値はそれぞれ100、-100としてあるが、一例を表したものであり入力及び出力データのと
りうる範囲であればいくらでも良い。なおE0或いはE5を動かしてオフセットの対象外とな
った入力弾性値に対してはオフセット処理を行なわないものとする。またE0及びE5は各ボ
クセルが取り得る弾性値の範囲の両端に固定することもできる。また、境界値(E0～E5)や
、輝度値の増減量(O1～O5)の設定は、トグル、エンコーダもしくは液晶パネル上の調整ボ
タンなどを用いて行うことができる。
【００８９】
　また、図18(b)に示すように、境界値及び輝度値の増減量(オフセット値)は、コントロ
ールパネル26を介して、表示ウィンドウ182内のO1～O5，E0～E5のそれぞれをプルダウン
メニュー或いは直接数値入力により設定することもできる。また、図18(b)に示すように
、境界値(E0～E5)により区切られた有効な領域数を、輝度調整領域数183(N＝5)として表
示することもできる。
【００９０】
　図19はオフセット演算部16で行われる輝度値の変換処理のデータフロー図である。図19
に示すように、オフセット演算部16においてオフセットフィルタ処理が開始されたら、カ
ウンタiが0に初期化される(ステップ191)。続いて、3次元断層像ボリュームデータの各ボ
クセルの輝度値m(i)及び3次元弾性像ボリュームデータの各ボクセルの弾性値e(i)が読み
込まれる(ステップ192)。iが全データ数(ボクセル数)より大きいか否かを判定して(ステ
ップ193)、大きい場合(ステップ193でYesの場合)はオフセットフィルタ処理を終了する。
一方、大きくないつまり3次元断層像ボリュームデータの全てのボクセルに対してオフセ
ット処理が行なわれていない場合は、ステップ194へ進み、領域選択用カウンタnが1に初
期化される(ステップ194)。
【００９１】
　領域選択用カウンタnが輝度調整領域数Nよりも小さいか否かが判断され(ステップ195)
、小さい場合(ステップ195でYes)、3次元弾性像ボリュームデータの読み込まれたi番目の
弾性値e(i)がE(n-1)とE(n)の範囲内か否か判定される(ステップ196)。ステップ196でYes
の場合、ステップ198において輝度値の増減量(オフセット値)O(n)が、3次元断層像ボリュ
ームデータの対応するボクセルの輝度値に加算される(ステップ198)。一方、ステップ196
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でNoの場合は領域選択用カウンタnを更新してステップ195へ戻る(ステップ197)。
【００９２】
　つまりステップ195～ステップ197のループによって、3次元弾性像ボリュームデータの
読み込まれたi番目の弾性値e(i)が境界値E(0)～E(N)で区分されるいずれかの領域に分類
され、ステップ198において、区分された領域に応じた輝度値の増減量(オフセット値)O(n
)が、3次元断層像ボリュームデータの対応するボクセルの輝度値に加算されている。ステ
ップ198が終わった後、又はステップ195においてNoの場合、カウンタiを更新してステッ
プ192に戻る(ステップ199)。
【００９３】
　以上の処理により、3次元断層像ボリュームデータの全てのボクセルの輝度値に、境界
値E(0)～E(N)で分割される領域毎の輝度値の増減量(オフセット値)O(n)が加算される。な
お本実施形態ではオフセットテーブルを用いてオフセット処理を行う場合を示したが、こ
れには限られない。例えばオフセット演算部に、3次元弾性像ボリュームデータの各ボク
セルの弾性値の入力に応じて、3次元断層像ボリュームデータの対応するボクセルの輝度
値の増減量を出力する関数を設定しておき、この関数に基づいて3次元断層像ボリューム
データの対応するボクセルの輝度値を増減することができる。
【００９４】
　画像合成部22は、第1実施形態と同様に、断層像2次元座標変換部20から出力と断層像ボ
リュームレンダリング部18からの出力に基づいて、2次元断層画像と3次元断層画像を表示
する。本実施形態ではこれに加えて、画像合成部22に弾性像ボリュームレンダリング部17
6からの出力に基づいて、3次元弾性像ボリュームデータを2次元投影面に投影した3次元弾
性画像を表示することもできる。
【００９５】
　本実施形態によれば、検者は、所望する特定の組織の弾性値(組織の硬さ或いは軟らか
さ)に着目して、特定の弾性値を有する組織の視認性を高めた3次元断層画像を生成するこ
とができる。例えば、所望する特定の組織がどの程度の弾性値になるかを把握していれば
、あらかじめその弾性値付近に対応する輝度値の増量(オフセット量)を大きくすることが
できる。一方、硬い(或いは軟らかい)組織を観察したいといった場合には、高い(或いは
低い)弾性値に対応する輝度値の増量(オフセット量)を大きくしておけば、硬い(或いは軟
らかい)組織の視認性が高い3次元断層画像が表示されるので、硬い(或いは軟らかい)組織
の観察が容易になる。
【００９６】
　(実施形態3)
　本発明を適用してなる超音波診断装置の第3の実施形態について図面を参照して説明す
る。図20は第3実施形態の超音波診断装置の構成を示すブロック図である。図20に示すよ
うに、本実施形態は、第2実施形態の超音波診断装置に対して、弾性像ボリュームデータ
生成部175の出力を断層像ボリュームレンダリング部18に入力し、断層像ボリュームレン
ダリング部18が3次元弾性像ボリュームデータを参照できるようにした点が異なる。その
他の第2実施形態と同様の部分の説明は省略する。本実施形態は、3次元断層像ボリューム
データと3次元弾性像ボリュームデータの両方を用いて検者の求める3次元断層画像の生成
を行う機能を有するものである。
【００９７】
　本実施形態において、オフセット演算部16は、第1実施形態と同様に3次元断層像ボリュ
ームデータの各ボクセルの輝度値に応じてこの各ボクセルの輝度値を増減するよう構成さ
れている。
【００９８】
　また、コントロールパネル26は弾性値によるしきい値を設定する機能を有し、コントロ
ールパネル26より設定された弾性値しきい値情報は制御部28を介して断層像ボリュームレ
ンダリング部18に設定される。本実施形態における断層像ボリュームレンダリング部18は
、前述の式(1)，(2)を用いて断層像のボリュームレンダリングを行う際に、各ボクセルの



(19) JP WO2010/143587 A1 2010.12.16

10

20

30

40

50

弾性値が弾性値しきい値を上回っている(あるいは下回っている)場合、当該ボクセルにつ
いて式(1)における不透明度Aiをゼロにする。
【００９９】
　これにより、入力輝度値がオフセット演算処理により輝度変換され、不透明度テーブル
に照らし合わせた結果、不透明、すなわち表示されるべき輝度値となっていても、弾性値
が目的の領域にない場合に、透明化する。その結果、目的の弾性値であり、かつ目的の輝
度値の範囲内のボクセルデータ(輝度データ)のみを可視化することが可能である。
【０１００】
　図21は本実施形態の処理により目的の弾性値であり、かつ目的の輝度値の範囲内のボク
セルデータ(輝度データ)のみを可視化した場合の表示例である。図21に示すように、目的
の弾性値であり、かつ目的の輝度値の範囲内のボクセルデータ(輝度データ)のみを可視化
した3次元断層画像211と、3次元断層画像211の任意断面における断層画像と弾性画像を重
畳した画像212～213を並べて表示することができる。
【０１０１】
　これらの画像212～214は断層像2次元座標変換部20、弾性像2次元座標変換部177で生成
され、画像合成部22においてカラーコード化処理後、αブレンディングなどの手法を用い
て重畳される。なお、これらの画像212～213は図に示すように3枚だけでなく、任意の数
のスライス像を同時表示することも可能である。
【０１０２】
　弾性像ボリュームレンダリング部176はコントロールパネル26より設定された弾性値し
きい値を用いて、表示したい範囲の弾性値を不透明度1．0で、そうでない範囲の不透明度
を0．0として有効表示範囲の画像の表面だけを可視化することができる。また、断層像ボ
リュームデータ生成部14の入力輝度を参照し、入力輝度の不透明度がゼロでない領域の弾
性値を不透明度1．0で、そうでない範囲の不透明度を0．0として有効表示範囲の画像の表
面だけを可視化することができる。
【０１０３】
　図22は本実施形態の処理により目的の弾性値であり、かつ目的の輝度値の範囲内のボク
セルデータ(輝度データ)のみを可視化した場合の表示例である。図22に示すように、3次
元断層弾性画像221と、3次元断層弾性画像221の任意断面における断層画像と弾性画像を
重畳した画像222～224を並べて表示することができる。3次元断層弾性画像221は、上記の
方法をもちいて画像表面の弾性値を3次元化した画像と、目的の弾性値でかつ目的の輝度
値の範囲のボクセルデータ(輝度データ)を3次元化した画像を画像合成部22においてαブ
レンディングなどの手法を用いて重畳したものである。3次元断層画像211に比べ、弾性画
像による色付けが行われることから、硬さに関する情報を直感的に判別することができる
。
【０１０４】
　図23は上述の段落0099で説明した弾性値によるしきい値を用いた3次元断層画像の表示
例を示す図である。このとき、実施例ではオフセット演算処理を備えているが、輝度によ
るオフセットフィルタの設定は行なわれていない場合を示している。図23(a)，(b)，(c)
はそれぞれ、しきい値なし(全て表示)の場合の3次元断層画像231、しきい値を中間値(軟
部組織を一部非表示)にした場合の3次元断層画像232、しきい値を高値(硬部組織のみ表示
)にした場合の3次元断層画像233を示している。
【０１０５】
　例えば3次元断層画像231では、ファントム内部に形成されている内部が低輝度を呈する
円筒状の硬部組織の奥行方向の形状が見え難い。これに対して3次元断層画像232，233の
ように弾性値のしきい値の設定を変更することにより、除々にファントム内部に形成され
ている円筒状の低輝度領域を見え易くすることができる。
【０１０６】
　図24は弾性値によるしきい値を用いて表示したい範囲の弾性値を変化させた場合の3次
元弾性画像の表示例を示す図である。図24(a)，(b)，(c)はそれぞれ、しきい値なし(全て
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表示)の場合の3次元弾性画像241、しきい値を中間値(軟部組織を一部非表示)にした場合
の3次元弾性画像242、しきい値を高値(硬部組織のみ表示)にした場合の3次元弾性画像243
を示している。
【０１０７】
　この例の場合も同様に、3次元弾性画像241では、ファントム内部に形成されている円筒
状の低輝度領域が見え難いが、3次元弾性画像242，243のように弾性値のしきい値の設定
を変更することにより、除々にファントム内部に形成されている円筒状の低輝度領域が見
え易くすることができる。
【０１０８】
　図25は図23、図24に示した3次元断層画像と3次元弾性画像のRGB変換後のRGB各要素を、
重みをかけて加算するαブレンディングを用いて重畳した画像例である。すなわち、図25
(a)，(b)，(c)はそれぞれ、しきい値なし(全て表示)の場合の3次元断層弾性画像251、し
きい値を中間値(軟部組織を一部非表示)にした場合の3次元断層弾性画像252、しきい値を
高値(硬部組織のみ表示)にした場合の3次元断層弾性画像253を示している。
【０１０９】
　この例の場合も同様に、3次元断層弾性画像251では、ファントム内部に形成されている
円筒状の低輝度領域が見え難いが、3次元断層弾性画像252，253のように弾性値のしきい
値の設定を変更することにより、除々にファントム内部に形成されている円筒状の低輝度
領域を見え易くすることができる。また、3次元断層画像と3次元弾性画像を重畳表示する
ことにより、検者に対してより一層診断に適した画像を提供することができる。
【０１１０】
　次に、上述の段落0099にて説明した弾性値によるしきい値処理を用いて、かつ輝度によ
るオフセットフィルタの設定を行った場合の画像表示例を図26、図27に示す。オフセット
については、低輝度な目的の観察部位を強調し、それ以上の高輝度部位を抑制するように
設定されている。
【０１１１】
　図26は上述の段落0099で説明した弾性値によるしきい値を用いて、かつ輝度によるオフ
セットフィルタの設定を行った場合の3次元断層画像の表示例を示す図である。図26(a)，
(b)，(c)はそれぞれ、しきい値なし(全て表示)の場合の3次元断層画像261、しきい値を中
間値(軟部組織を一部非表示)にした場合の3次元断層画像262、しきい値を高値(硬部組織
のみ表示)にした場合の3次元断層画像263を示している。
【０１１２】
　例えば3次元断層画像261では、ファントム内部に形成されている内部が低輝度を呈する
円筒状の硬部組織の奥行方向の形状が見え難い。これに対して3次元断層画像262，263の
ように弾性値のしきい値の設定を変更することにより、除々にファントム内部に形成され
ている円筒状の低輝度領域を見え易くすることができる。
【０１１３】
　図27は、図26に示した3次元断層画像と、弾性値によるしきい値を用いて、かつ輝度に
よるオフセットフィルタの設定を行った場合の3次元弾性画像のRGB変換後のRGB各要素を
、重みをかけて加算するαブレンディングを用いて重畳した画像例である。すなわち、図
27(a)，(b)，(c)はそれぞれ、しきい値なし(全て表示)の場合の3次元断層弾性画像271、
しきい値を中間値(軟部組織を一部非表示)にした場合の3次元断層弾性画像272、しきい値
を高値(硬部組織のみ表示)にした場合の3次元断層弾性画像273を示している。
【０１１４】
　この例の場合も同様に、3次元断層弾性画像271では、ファントム内部に形成されている
円筒状の低輝度領域が見え難いが、3次元断層弾性画像272，273のように弾性値のしきい
値の設定を変更することにより、除々にファントム内部に形成されている円筒状の低輝度
領域を見え易くすることができる。また、3次元断層画像と3次元弾性画像を重畳表示する
ことにより、検者に対してより一層診断に適した画像を提供することができる。
【０１１５】
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　また、図26、図27に示すとおり、弾性値によるしきい値処理を用いて、かつ輝度による
オフセットフィルタの設定を行った場合、オフセット処理により低輝度な目的の観察部位
が強調されて高輝度に表示されており、高輝度な周辺部位の一部が抑制されている。一方
、しきい値処理は硬部組織を表示し、軟部組織を除去するように設定されており、硬い目
的の観察部位が表示され、柔らかい周辺部位の一部が除去されている。結果として、オフ
セット処理およびしきい値処理のいずれか片方では除去できない不要な部位が3次元画像
から除去され、図23、図25に比べて目的の観察部位をより強調して表示することができる
。
【０１１６】
　なお上述の各実施形態は、主に超音波診断装置、及び超音波画像生成方法について説明
したものであるが、本発明はこれには限定されない。例えば、あらかじめ超音波診断装置
で生成された被検体の3次元断層像ボリュームデータに対してオフラインで3次元断層画像
を生成するPC等の超音波画像処理装置に適用することができる。また本発明をPC等の医用
画像処理装置に組み込まれる超音波画像処理プログラムとすることもできる。
【０１１７】
　すなわち、本発明を適用してなるPC等の超音波画像処理装置は、超音波探触子で計測さ
れた被検体の複数断層面の反射エコー信号に基づいて生成された3次元断層像ボリューム
データが格納されるメモリと、このメモリに格納された3次元断層像ボリュームデータに
基づいて2次元投影面に少なくとも一の視線方向から見た3次元断層画像を生成する断層像
ボリュームレンダリング部と、3次元断層画像を表示する表示部とを備えて構成すること
ができる。
【０１１８】
　そして、3次元断層像ボリュームデータの各ボクセルの輝度値に応じてこの各ボクセル
の輝度値を増減するオフセット演算部を備えており、オフセット演算部の各ボクセルの輝
度値の増減量は入力インターフェースを介して調整可能であり、断層像ボリュームレンダ
リング部は、オフセット演算部により輝度値がオフセットされた3次元断層像ボリューム
データに基づいて3次元断層画像を生成するよう構成することができる。
【０１１９】
　また、この超音波画像処理装置において、メモリに被検体の複数断層面の反射エコー信
号に基づいて生成された3次元弾性像ボリュームデータが格納される場合、オフセット演
算部は、3次元弾性像ボリュームデータの各ボクセルの弾性値に応じて、3次元断層像ボリ
ュームデータの対応する各ボクセルの輝度値を増減するよう構成することができる。
【０１２０】
　検者は例えば超音波診断装置等で生成された被検体の3次元断層像ボリュームデータをU
SB，CD-ROMなどの情報記録媒体に保存して画像入力部を介してPC等の超音波画像処理装置
に入力する。或いは情報記録媒体を用いずにネットワーク経由で被検体の3次元断層像ボ
リュームデータを入力することもできる。
【０１２１】
　すると超音波画像処理装置は、超音波画像処理プログラムとして、3次元断層像ボリュ
ームデータの各ボクセルの輝度値に応じてこの各ボクセルの輝度値を増減するステップと
、輝度値がオフセットされた3次元断層像ボリュームデータに基づいて2次元投影面に少な
くとも一の視線方向から見た3次元断層画像を生成するステップと、生成された3次元断層
画像を表示するステップとを実行する。
【０１２２】
　また、超音波画像処理プログラムに、被検体の複数断層面の反射エコー信号に基づいて
3次元弾性像ボリュームデータを生成するステップを組み込んだ場合、各ボクセルの輝度
値を増減するステップは、3次元弾性像ボリュームデータの各ボクセルの弾性値に応じて
、3次元断層像ボリュームデータの対応する各ボクセルの輝度値を増減するよう構成する
ことができる。
【０１２３】
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　これによれば、検者はオフラインで超音波処理装置の入力インターフェースを介してオ
フセット演算部の各ボクセルの輝度値の増減量を調整することができるので、特定の輝度
値を有する組織のみを強調した3次元断層画像を生成することができる。したがって、所
望する特定の組織の輝度値を増量調整するか、所望する特定の組織以外の組織の輝度値を
減量調整するか、或いはこの両方の調整を行うことにより、所望する特定の組織の視認性
を高めた3次元断層画像を生成することができる。例えば、所望する特定の組織がどの程
度の輝度値になるかを把握していれば、あらかじめその輝度値付近に対応する輝度値の増
量(オフセット量)を大きくすることができる。また、例えば生成された3次元断層画像を
見たときに、高輝度組織の裏に所望の特定組織が隠れて見え難い場合は、高い輝度値付近
に対応する輝度値の減量(オフセット量)を大きくすれば、壁となっていた高輝度組織が3
次元断層画像に反映され難くなるので、所望の特定組織の視認性を高めることができる。
【０１２４】
　また検者は、オフラインで超音波処理装置の入力インターフェースを介してオフセット
演算部の各ボクセルの輝度値の増減量を、所望する特定の組織の弾性値(組織の硬さ或い
は軟らかさ)に着目して調整することができるので、特定の弾性値を有する組織の視認性
を高めた3次元断層画像を生成することができる。例えば、所望する特定の組織がどの程
度の弾性値になるかを把握していれば、あらかじめその弾性値付近に対応する輝度値の増
量(オフセット量)を大きくすることができる。一方、硬い(或いは軟らかい)組織を観察し
たいといった場合には、高い(或いは低い)弾性値に対応する輝度値の増量(オフセット量)
を大きくしておけば、硬い(或いは軟らかい)組織を探して観察することができる。
【符号の説明】
【０１２５】
　1　被検体、2　超音波探触子、4　送信部、6　受信部、8　超音波送受信制御部、10　
整相加算部、12　断層画像処理部、14　断層像ボリュームデータ生成部、16　オフセット
演算部、18　断層像ボリュームレンダリング部、20　断層像2次元座標変換部、22　画像
合成部、24　表示部、26　コントロールパネル、28　制御部、111，123，135　輝度-不透
明度マップ、171　RF信号フレームデータ選択部、172　変位計測部、173　弾性情報演算
部、174　弾性画像処理部、175　弾性像ボリュームデータ生成部、176　弾性像ボリュー
ムレンダリング部、177　弾性像2次元座標変換部
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【手続補正書】
【提出日】平成24年3月1日(2012.3.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６７】
　図15はステップ148において合成後カラーマップテーブルOUTMAP[i]を作成する処理の一
例を示す図である。図15に示すように、ステップ151はOUTMAP[i]の各要素をBWMAP[i]、CO
LMAP[i]にそれぞれ係数mm(i)，(1．0-mm(i))を乗じて加算した値として算出している。
【手続補正２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１
【補正方法】変更
【補正の内容】
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为了生成其中增强了检查者想要的特定组织的可见性的三维断层图像，
本发明的超声诊断设备100包括：偏移量计算部分16，其增加或减小每个
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计算部的各体素的亮度值的增减量可通过控制面板26进行调整，断层图
像体积描绘部基于三维断层图像来生成三维断层图像。 亮度值被偏移量
计算部偏移了的体数据。
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